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カスハラを⾒極める判断基準

令和7年度�社会福祉施設職員共通研修

 介護・福祉の現場では、利⽤者や家族の要望にどこまで応えるのか線引きが難しく、担当
者が⼀⼈で抱え込み、問題が深刻化してしまうケースも少なくありません。
 本研修では、カスハラ対応の基本から法律知識まで、具体的なケースを交えて学びます。

対策研修

⽉ ⽇（⽔）
10：00

∼17：00

社会福祉施設職員の⽅

定員 50名

対象

会場

※申込多数の場合は、神⼾市在勤

こうべ市⺠福祉交流センター�２階�２０１教室
各�「三�」�下⾞、徒�15� 
��地下��岸�「三�・�時�前」下⾞、徒�７� 
�バス７��「�����流センター前」下⾞すぐ

●
●
●

申込

締切 ７⽉２⽇（⽔）
※�切�の申�についてはお問�せください。

����⼤�ホームページ
※お知らせいただいた個�情�は研�にかかる事���には使⽤いたしません。

(https://www.shiminfukushidaigaku.jp/)

河� ほずみ �
株式��インソース

講師

内容

クレームにビクビク

していましたが、

カスハラの定義や

苦情との違いなど、

理解を深められ、

自信をもって対応

できるようになった

と思います！

在住の⽅を優先させていただきます。

カスハラへの基本姿勢

クレーム対応の基本⼿順 「モンスター化」を未然に防ぐ

組織的にカスハラに対応する

コミュニケーション

仕組みづくり

７７ 2323

受講生の声

お申�み

地�

タマーカス
スメントハラ


